
○茨城県警察職員の勤務時間に関する 訓令
　

　 昭和29年7月1日

　 本部訓令第8号

　 　

〔 沿革〕 　  平成元年4月本部訓令第7号、 4年7月第11号、 6年3月第14号、 7年3月第7号、 8年3

月第4号、 11年3月第3号、 13年3月第1号、 14年3月第5号、 15年1月第1号、 17年4月

第12号、 19年3月第4号、 第11号、 12月第32号、 22年3月第5号、 26年11月第25号、

第26号、 27年3月第7号、 28年3月第5号、 12月第22号、 29年3月第7号、 30年6月第7

号、 12月第14号、 令和元年8月第1号、 3年9月第11号、 5年3月第4号、 第5号、 6年3

月第4号、 7年3月第4号、 第12号改正

　

　 　

　 茨城県警察職員の勤務時間に関する 訓令を 次のよ う に定める 。

　 　 　 茨城県警察職員の勤務時間に関する 訓令

　

　 （ 趣旨）

第1条　 こ の訓令は、 職員の勤務時間に関する 条例（ 昭和26年茨城県条例第40号。 以下

「 条例」 と いう 。 ） 及び職員の勤務時間に関する 規則（ 昭和26年茨城県人事委員会規則

第8号） に基づき 、 茨城県警察職員（ 以下「 職員」 と いう 。 ） の勤務時間について必要

な事項を 定める も のと する 。

　

　 （ 勤務制）

第2条　 職員の勤務制は、 次の各号のいずれかによ る も のと し 、 それぞれ当該各号に掲げ

る 勤務を 行う も のと する 。

　

( 1) 　 通常勤務　 条例第3条に規定する 週休日及び勤務時間の割り 振り を行う 勤務で、 か

つ、 1日の勤務時間の割り 振り を 原則と し て午前8時30分から 午後5時15分ま で（ ただ

し 、 その間において正午から 1時間の休憩時間を置く 。 ） と する 勤務

　

( 2) 　 日勤制勤務　 条例第4条第1項に規定する 特別の形態によ っ て勤務する 必要のある 職

員（ 次号及び第4号に掲げる 職員を除く 。 ） について、 曜日にかかわら ず週休日を割

り 振り 、 かつ、 勤務時間を原則と し て1日当たり 7時間45分割り 振る 勤務

　( 3) 　 駐在制勤務　 駐在所又は地区交番に駐在する 職員が行う 前号の勤務

　

( 4) 　 交替制勤務　 条例第4条第1項に規定する 特別の形態によ っ て勤務する 必要のある 職

員（ 前2号に掲げる 職員を 除く 。 ） について、 週休日並びに当番（ 1回の勤務が2暦日

にわたり 15時間30分の勤務時間を割り 振る 勤務をいう 。 ） 及び日勤（ 勤務時間を 1日

当たり 7時間45分割り 振る 勤務を いう 。 ） を 組み合わせて割り 振る 勤務

2　 所属（ 茨城県警察処務に関する 訓令（ 昭和46年茨城県警察本部訓令第10号） 第2条第1

号に規定する 所属をいう 。 以下こ の項において同じ 。 ） の長（ 以下「 所属長」 と い

う 。 ） は、 業務上の特別の事情のため必要と 認める と き は、 通常勤務に従事する 所属の

職員（ 次条第4項において「 所属職員」 と いう 。 ） の勤務時間の割り 振り について、 特定

の期間、 前項第1号に掲げる 始業及び終業の時刻を 繰り 上げ、 又は繰り 下げる こ と ができ

る 。 ただし 、 午前0時を 超えて繰り 上げ、 又は繰り 下げる こ と はでき ないも のと する 。



3　 第1項第1号ただし 書の規定にかかわら ず、 休憩時間を一斉に与えない場合は、 勤務時

間の途中において所属長が定める 時刻から 1時間（ 1時間以外の休憩時間を 置く こ と と し

ている 場合にあっ ては当該時間） の休憩時間を 置く も のと する 。 次条に規定する 特別の

形態によ っ て勤務する 必要のある 職員の休憩時間についても 、 同様と する 。

　

　
（ 特別の形態によ っ て勤務する 必要のある 職員の週休日及び勤務時間の割り 振り 単位期

間）

第3条　 条例第4条第1項に規定する 特別の形態によ って勤務する 必要のある 職員について

は、 週休日及び勤務時間の割り 振り を 定める 期間（ 以下こ の項及び次項において「 割り

振り 単位期間」 と いう 。 ） を 平成31年3月17日を 初日と する 4週間又は3週間と し 、 所属

長があら かじ め当該割り 振り 単位期間ごと に、 週休日については原則と し て1週間当た

り 2日を 、 勤務時間については1週間当たり 38時間45分を 割り 振る も のと する 。

2　 前項の規定によ り 週休日及び勤務時間を割り 振る 場合は、 次の各号に掲げる 割り 振り

単位期間の区分に応じ 、 当該各号に定める 週休日の日数と なる よ う にし 、 かつ、 正規の

勤務時間を 割り 振ら れた日が引き 続き 12日を 超えないよ う にし なければなら ない。

　

( 1) 　 4週間　 毎4週間につき 8日（ 管理勤務責任者（ 茨城県警察本部警務部留置管理課牛

久留置センタ ーの設置及び運営に関する 訓令（ 令和7年茨城県警察本部訓令第10号）

第8条第1項に規定する 管理勤務責任者を いう 。 ） 及び管理勤務員（ 同項に規定する 管

理勤務員を いう 。 ） 並びに警察署当番（ 茨城県警察警察署当番制に関する 訓令（ 令和

7年茨城県警察本部訓令第2号） 第2条第1号に規定する 警察署当番を いう 。 ） に従事す

る 職員にあっては、 毎4週間につき 7日から 9日ま での間）

　( 2) 　 3週間　 毎3週間につき 6日

3　 特別の形態によ って勤務する 必要のある 職員の範囲、 運用等は、 別に定める 。

4　 前項の規定によ り 別に定める も ののほか、 所属長は、 業務上特に必要がある 場合は、

警察本部長の承認を受けて、 特定の期間、 第1項及び第2項に規定する 週休日及び勤務時

間と なる よ う に所属職員の週休日及び勤務時間を割り 振る こ と ができ る 。 ただし 、 当該

特定の期間が2週間を超えないと き は、 警察本部長の承認を 要し ない。

　

　 （ 早出遅出勤務）

第 4条　 所属長は、 職員（ 1日の勤務時間が午前8時30分から 午後5時15分ま での者に限

る 。 ） が申請し たと き は、 前2条の規定にかかわら ず、 公務の正常な運営に支障がある

場合を 除き 、 当該職員に当該申請に係る 早出遅出勤務（ 始業及び終業の時刻を 、 あら か

じ め定めら れた特定の時刻と する 勤務時間の割り 振り によ る 勤務をいう 。 次項において

同じ 。 ） をさ せる も のと する 。

2　 早出遅出勤務の実施に関し 必要な事項は、 別に定める 。

　

　 （ 短時間勤務の職を 占める 職員の勤務時間）

第 5条　 地方公務員法（ 昭和25年法律第261号） 第22条の4第1項に規定する 短時間勤務の職

を 占める 職員の勤務時間は、 1週間当たり 15時間30分から 31時間ま での範囲内で、 当該

職員ごと に別に定める 。

2　 前項の職員の勤務時間の割り 振り は、 1日につき 7時間45分を超えない範囲内で、 当該

職員が配置さ れた所属長が定める 。

　



　 （ 週休日の振替等）

第 6条　 条例第5条の規定に基づく 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割り 振り の変更

を 行う 者（ 次項において「 振替等を 行う 者」 と いう 。 ） は、 次の表の左欄に掲げる 職員

についてそれぞれ右欄に掲げる 者と する 。

　

職名 指定権者

各部長、 警務部首席監察官、 生活安全部人身安全少年統括官、

同部サイ バー統括官、 刑事部組織犯罪対策統括官、 警察学校長

及び水戸警察署長

警察本部長

本部

各部参事官（ 参事を含む。 ） 及び各所属長（ 警察学校

長を 除く 。 ）
各部長

その他の職員 各所属長

警察署
各警察署長（ 水戸警察署長を 除く 。 ） 警務部長

その他の職員 各警察署長

　

2　 振替等を 行う 者は、 前項に規定する 週休日の振替及び半日勤務時間の割り 振り の変更

を 行ったと き は、 当該振替及び割り 振り の変更に関する 事項を週休日の振替簿（ 別記様

式） （ 当該週休日の振替簿に記載すべき 事項を 記録し た電磁的記録（ 電子的方式、 磁気

的方式その他人の知覚によ っ ては認識する こ と ができ ない方式で作ら れる 記録であっ

て、 電子計算機によ る 情報処理の用に供さ れる も のを いう 。 ） を 含む。 ） に記載する も

のと する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成元年4月12日本部訓令第7号）

　 こ の訓令は、 平成元年4月23日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成4年7月10日本部訓令第11号）

　 こ の訓令は、 平成4年7月12日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成6年3月30日本部訓令第14号）

　 こ の訓令は、 平成6年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成7年3月31日本部訓令第7号）

1　 こ の訓令は、 平成7年4月1日から 施行する 。

2　 週休日の振替簿の様式については、 第1条の規定によ る 改正後の茨城県警察職員の勤務

時間に関する 訓令別記様式の規定にかかわら ず、 平成7年12月31日ま での間、 なお従前の

例によ る こ と ができ る 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成8年3月14日本部訓令第4号）

　 こ の訓令は、 平成8年3月15日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成11年3月11日本部訓令第3号）



　 こ の訓令は、 平成11年3月18日から 施行する 。 〔 以下略〕

　 　

　 附　 則　 （ 平成13年3月19日本部訓令第1号）

1　 こ の訓令は、 平成13年3月29日から 施行する 。 〔 以下略〕

2　 こ の訓令の施行の際、 現に効力を有し ている 通達等の規定内容で、 茨城県警察組織規

則に抵触する 部分がある と き は、 それぞれ改正後の規定に従って読み替えて適用する も

のと する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成14年3月14日本部訓令第5号）

　 こ の訓令は、 平成14年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成15年1月6日本部訓令第1号）

　 こ の訓令は、 平成15年1月6日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成17年4月28日本部訓令第12号）

　 こ の訓令は、 平成17年5月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成19年3月29日本部訓令第4号）

　 こ の訓令は、 平成19年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成19年3月30日本部訓令第11号）

　 こ の訓令は、 平成19年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成19年12月26日本部訓令第32号）

　 こ の訓令は、 平成20年1月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成22年3月31日本部訓令第5号）

　 こ の訓令は、 平成22年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成26年11月14日本部訓令第25号）

　 こ の訓令は、 平成26年11月14日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成26年11月28日本部訓令第26号）

　 こ の訓令は、 平成26年12月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成27年3月23日本部訓令第7号）

　 こ の訓令は、 平成27年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成28年3月25日本部訓令第5号）

　 こ の訓令は、 平成28年3月28日から 施行する 。



　 　

　 附　 則　 （ 平成28年12月27日本部訓令第22号）

　 こ の訓令は、 平成29年1月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成29年3月23日本部訓令第7号）

　 こ の訓令は、 平成29年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成30年6月25日本部訓令第7号）

　 こ の訓令は、 平成30年7月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 平成30年12月6日本部訓令第14号）

　 こ の訓令は、 平成31年3月17日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 令和元年8月6日本部訓令第1号）

　 こ の訓令は、 令和元年10月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 令和3年9月17日本部訓令第11号）

　 こ の訓令は、 令和3年9月26日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 令和5年3月8日本部訓令第4号）

　 こ の訓令は、 令和5年4月1日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 令和5年3月14日本部訓令第5号）

　 こ の訓令は、 令和5年3月27日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 令和6年3月14日本部訓令第4号）

　 こ の訓令は、 令和6年3月27日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 令和7年3月3日本部訓令第4号）

　 こ の訓令は、 令和7年3月9日から 施行する 。

　 　

　 附　 則　 （ 令和7年3月27日本部訓令第12号）

　 こ の訓令は、 令和7年3月28日から 施行する 。

週休日の振替簿（ 別記様式）






